
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「賃上げ・省エネ化に向けた県支援制度の説明会」開催について 

 

１．概 要 

   県では、賃上げに取り組む中小企業への支援制度を２月補正予算案で計上して

おり、県議会での可決次第、速やかに申請受付を開始することとしている。 

   また、省エネ設備等の導入を行う中小企業への支援制度も、１２月補正予算に

より実施することになっており、同時期に申請受付を開始する。 

この度、県議会での可決を前提とし、中小企業を対象に両支援制度にかかる説

明会を開催する。（事前申込必要） 

 
    
 

２．説明会について 

（１）日  時 ： 令和８年２月２６日（木）１４：３０～１６：４５ 

 

（２）場   所 ： 地場産業振興センター新館 ２階 第１０研修室 

 

(３) 対 象 者 ： 県内の中小企業等 

 

（４）内   容 ： ・賃上げに向けた収益力強化補助金の説明 

         ・省エネ設備等導入支援事業費補助金の説明 

 ・質疑応答 等 

 

（５）主  催 ： 石川県商工労働部産業政策課 

         石川県商工労働部労働企画課 

 

 

 ※取材に関する留意事項 

  ・当日配布資料は、現地でお渡しします。   

・会場の外で参加者に個別取材を行う場合は、必ず各人に了承を得て、取材、 

 報道を行ってください。 
 

令和 8年 2月 10日（火） 
石川県商工労働部産業政策課 
担当 出雲、松田 
直通電話 076-225-1513 
石川県商工労働部労働企画課 
担当  杉原、北村 
直通電話 076-225-1531 



県支援制度の説明会
賃上げ・省エネ化に向けた

県内中小企業の皆様対象 参加無料

オンライン併催

２月２６日（木）

14:30 ～ 16:45

地場産業振興センター
（金沢市鞍月２－２０）

定員7０名
（先着順、オンライン参加は定員なし）

参加申込は、右の二次元コード
からお申込み下さい。
※申込〆：2月24日（火）

お問い
合わせ

中小企業を取り巻く環境は、従業員の賃上げの必要や電気代・燃料費の高騰などにより、
厳しい状況となっております。
県では、持続的な賃上げができる環境整備や省エネ化による経営改善を後押しするため、
新たな支援制度を創設します。
本説明会では、支援内容や申請方法等について説明しますので、是非ご参加ください。

※なお、本説明会は、予算の議決を前提としたものになり、議会における予算の否決・減額等があった場合は、
開催中止や内容が一部変更になる可能性があります。（開催中止となった場合は、事前にご連絡いたします。）

賃上げに向けた収益力強化補助金 省エネ設備等導入支援事業費補助金

県内企業の省エネ化・脱炭素化の取組
を支援

＜対象事業＞

省エネ設備・再エネ設備の導入など

(空調、ボイラー、冷蔵設備、太陽光発電等)

＜補助額＞

補助率：１/２

上限額：８００万円

新館２階 第１０研修室

省エネ化支援について 産業政策課 076-225-1513

賃上げ支援について 労働企画課 076-225-1531

石川県商工労働部

産業政策課・労働企画課

R8春に物価高を上回る賃上げ(+4%以上)
を実施する県内企業の取組を支援

＜対象事業＞

持続的な賃上げにつながる、生産性向上や

収益力強化を図る事業(取組)

＜補助額＞

補助率：中小企業２/３、小規模事業者３/４

上限額：６００万円

主催

※公募開始時期やその他詳細については追ってお知らせします。


